
議案第３９号  

 

市川市手数料条例の一部改正について  

 

市川市手数料条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和３年１１月２９日提出  

                  市川市長  村 越   祐 民  

 

 

 

市川市条例第  号  

市川市手数料条例の一部を改正する条例  

市川市手数料条例（平成１１年条例第４０号）の一部を次のように改正する。 

別表長期優良住宅の普及の促進に関する法律関係手数料の表長期優良住宅建

築等計画の認定の申請に対する審査の項を次のように改める。 

長 期 優

良 住 宅

建 築 等

計 画 の

認 定 の

申 請 に

対 す る

審 査 

住 宅 の

品 質 確

保 の 促

進 等 に

関 す る

法律（平

成 １ １

年 法 律

第 ８ １

号）第５

条 第 １

項 に 規

定 す る

登 録 住

宅 性 能

評 価 機

関（以下 

１件につき、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に定め

る額とする。 

⑴ 一戸建ての住宅 ４３,０００円 

⑵ 共同住宅等 次に掲げる住戸の総数の区分に応じ、それぞれに

定める額 

ア ５戸以内のもの １０４,０００円 

イ ５戸を超え１０戸以内のもの １６８,０００円 

ウ １０戸を超え２５戸以内のもの ３３３,０００円 

エ ２５戸を超え５０戸以内のもの ６０７,０００円 

オ ５０戸を超え１００戸以内のもの １,０５８,０００円 

カ １００戸を超え２００戸以内のもの １,９６０,０００円 

キ ２００戸を超え３００戸以内のもの ２,８１１,０００円 

ク ３００戸を超えるもの ３,４４６,０００円 



 「 登 録

住 宅 性

能 評 価

機関」と

いう。）

に よ っ

て 住 宅

の 構 造

及 び 設

備 が 長

期 使 用

構 造 等

で あ る

旨 が 記

載 さ れ

た 確 認

書 又 は

住 宅 性

能 評 価

書（以下

こ の 表

に お い

て「確認

書等」と

いう。）

が 交 付

さ れ た

長 期 優

良 住 宅

建 築 等

計 画 以

外 の も

の（新築

に 係 る

も の に

限る。） 

 

 確 認 書 １件につき、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に定め 



 等 が 交

付 さ れ

た 長 期

優 良 住

宅 建 築

等 計 画

（ 新 築

に 係 る

も の に

限る。） 

る額とする。 

⑴ 一戸建ての住宅 ８,０００円 

⑵ 共同住宅等 次に掲げる住戸の総数の区分に応じ、それぞれに

定める額 

ア ５戸以内のもの １６,０００円 

イ ５戸を超え１０戸以内のもの ２８,０００円 

ウ １０戸を超え２５戸以内のもの ４４,０００円 

エ ２５戸を超え５０戸以内のもの ７８,０００円 

オ ５０戸を超え１００戸以内のもの １２８,０００円 

カ １００戸を超え２００戸以内のもの ２１７,０００円 

キ ２００戸を超え３００戸以内のもの ２７７,０００円 

ク ３００戸を超えるもの ３１１,０００円 

 登 録 住

宅 性 能

評 価 機

関 に よ

っ て 住

宅 の 構

造 及 び

設 備 が

長 期 使

用 構 造

等 で あ

る 旨 が

記 載 さ

れ た 確

認書（以

下 こ の

表 に お

いて「確

認書」と

いう。）

が 交 付

さ れ た

長 期 優

良 住 宅

建 築 等 

１件につき、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に定め

る額とする。 

⑴ 一戸建ての住宅 ６４,０００円 

⑵ 共同住宅等 次に掲げる住戸の総数の区分に応じ、それぞれに

定める額 

ア ５戸以内のもの １５７,０００円 

イ ５戸を超え１０戸以内のもの ２５２,０００円 

ウ １０戸を超え２５戸以内のもの ４９９,０００円 

エ ２５戸を超え５０戸以内のもの ９０９,０００円 

オ ５０戸を超え１００戸以内のもの １,５８３,０００円 

カ １００戸を超え２００戸以内のもの ２,９３３,０００円 

キ ２００戸を超え３００戸以内のもの ４,２０４,０００円 

ク ３００戸を超えるもの ５,１５１,０００円 



 計 画 以

外 の も

の（増築

又 は 改

築 に 係

る も の

に 限

る。） 

 

 確 認 書

が 交 付

さ れ た

長 期 優

良 住 宅

建 築 等

計画（増

築 又 は

改 築 に

係 る も

の に 限

る。） 

１件につき、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に定め

る額とする。 

⑴ 一戸建ての住宅 １２,０００円 

⑵ 共同住宅等 次に掲げる住戸の総数の区分に応じ、それぞれに

定める額 

ア ５戸以内のもの ２４,０００円 

イ ５戸を超え１０戸以内のもの ４２,０００円 

ウ １０戸を超え２５戸以内のもの ６５,０００円 

エ ２５戸を超え５０戸以内のもの １１５,０００円 

オ ５０戸を超え１００戸以内のもの １８９,０００円 

カ １００戸を超え２００戸以内のもの ３１８,０００円 

キ ２００戸を超え３００戸以内のもの ４０３,０００円 

ク ３００戸を超えるもの ４５０,０００円 

備考 

１ 共同住宅等（長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成２０年法律第８７号）

第５条第４項又は第５項の規定による認定の申請に係るものを除く。以下この表にお

いて同じ。）に係る長期優良住宅建築等計画の認定の申請に係る手数料の額は、長期優

良住宅建築等計画の認定の申請に対する審査の項（備考の規定を除く。以下この表に

おいて同じ。）に定める額を一の共同住宅等における申請戸数で除して得た額（その額

に１００円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）とする。 

２ 長期優良住宅建築等計画の認定の申請に併せて当該長期優良住宅建築等計画が建築

基準法第６条第１項に規定する建築基準関係規定（以下「建築基準関係規定」という。）

に適合するかどうかの審査の申出があったときは、長期優良住宅建築等計画の認定の

申請に対する審査の項（備考１の規定を含む。）に定める額に、次に掲げる額を合計し

た額（備考１の規定の適用を受ける場合にあっては、次に掲げる額を合計した額を一

の建築物における申請戸数で除して得た額（その額に１００円未満の端数があるとき

は、これを切り捨てた額））を加算する。 

⑴ 建築基準法関係手数料の表の定めるところにより算定した建築物に関する確認の

申請又は計画の通知に対する審査に係る手数料の額 



⑵ 建築基準関係規定に適合するかどうかの審査に建築設備に係る審査が含まれる場

合にあっては、建築基準法関係手数料の表建築設備及び工作物に関する確認の申請

又は計画の通知に対する審査の項に定める額 

別表長期優良住宅の普及の促進に関する法律関係手数料の表譲受人を決定し

た場合における認定を受けた長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対

する審査の項中「場合」の次に「又は管理者等が選任された場合」を加える。 

別表長期優良住宅の普及の促進に関する法律関係手数料の表に次のように加

える。  

住宅の容積率に関

する特例の許可の

申請に対する審査 

１件につき １７０,０００円 

附 則  

（施行期日）  

１ この条例は、令和４年２月２０日から施行する。  

（経過措置）  

２ 改正後の別表長期優良住宅の普及の促進に関する法律関係手数料の表長期

優良住宅建築等計画の認定の申請に対する審査の項及び譲受人を決定した場

合又は管理者等が選任された場合における認定を受けた長期優良住宅建築等

計画の変更の認定の申請に対する審査の項の規定は、令和４年２月２０日（以

下「施行日」という。）以後の申請に係る手数料について適用し、施行日前の

申請に係る手数料については、なお従前の例による。  

３ 前項の規定にかかわらず、施行日前に住宅の品質確保の促進等に関する法

律（平成１１年法律第８１号）第５条第１項に規定する登録住宅性能評価機

関によって設計住宅性能評価に係る設計住宅性能評価書（構造の安定に関す

ることについて限界耐力計算により評価されたものを除く。）又は技術的審

査に係る適合証が交付された長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成

２０年法律第８７号）第５条第１項に規定する長期優良住宅建築等計画の認

定の申請に係る手数料については、なお従前の例による。  



４ 改正後の別表長期優良住宅の普及の促進に関する法律関係手数料の表住宅

の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査の項の規定は、施行日以後

の申請に係る手数料について適用する。  

 

 

 

 

 



理  由  

 

長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の改正を踏まえ、長期優良住宅

建築等計画の認定事務に係る手数料の額を見直すとともに、住宅の容積率に

関する特例の許可事務に係る手数料の額を定めるほか、所要の改正を行う必

要がある。  

これが、この条例案を提出する理由である。  

 

 


